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本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一　

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
者
の
責
務 

１　

国
は
、
貨
物
自
動
車
相
互
間
の
中
継
輸
送
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
貨
物
自
動
車
相
互
間
の
中
継
輸
送
を
行
い
、
又
は

 

行
お
う
と
す
る
者
へ
の
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

地
方
公
共
団
体
は
、
貨
物
自
動
車
相
互
間
の
中
継
輸
送
を
行
う
者
に
対
し
、
そ
の
実
施
に
関
し
必
要
な
助
言
及
び
協
力

 

を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
相
互
に
連
携
し
、
及
び
協
働
し
、
貨
物
自
動

 

車
相
互
間
の
中
継
輸
送
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

荷
主
及
び
倉
庫
業
者
等
は
、
そ
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
貨
物
自
動
車
相
互
間
の
中
継
輸
送

 

の
円
滑
な
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二

二　

国
土
交
通
大
臣
は
、
貨
物
自
動
車
相
互
間
の
中
継
輸
送
の
実
施
に
関
し
、
基
本
的
な
方
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

三　

貨
物
自
動
車
中
継
輸
送
事
業
（
特
定
貨
物
自
動
車
中
継
輸
送
施
設
（
高
速
自
動
車
国
道
等
の
近
傍
に
立
地
し
、
一
時
的
な

保
管
機
能
等
を
有
す
る
中
継
輸
送
施
設
）
に
お
い
て
、
二
以
上
の
貨
物
自
動
車
相
互
間
で
運
転
者
の
交
代
又
は
貨
物
の
受
渡

し
を
行
う
事
業
（
特
定
貨
物
自
動
車
中
継
輸
送
施
設
の
整
備
を
含
む
。
）
）
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
共
同
し
て
、
当

該
事
業
に
つ
い
て
の
計
画
（
貨
物
自
動
車
中
継
輸
送
実
施
計
画
）
を
作
成
し
、
そ
の
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

四　

貨
物
自
動
車
中
継
輸
送
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
三
の
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
計
画
に
係
る
貨
物

自
動
車
中
継
輸
送
事
業
の
実
施
に
必
要
な
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
や
倉
庫
業
法
等
の
許
可
等
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

五　

貨
物
自
動
車
中
継
輸
送
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
業
務
に
、
認

 

定
貨
物
自
動
車
中
継
輸
送
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
出
資
及
び
貸
付
け
等
を
追
加
す
る
。

六　

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
六
月
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 


